
【教育職員免許状の再授与申請の出願要領】

１ 提 出 先

免許状の授与を受けようとする場合は、必要書類を次のところへ郵送等により提出し

てください。

※持参される場合は、事前にご連絡ください。

〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１丁目１番地

徳島県教育委員会 教職員課 免許担当

（ ＴＥＬ ０８８－６２１－３１２８ ）

郵送の場合は、封筒表紙に「教育職員免許状出願書類在中」と朱書してください。

なお、授与された免許状は郵送するので、１４０円切手を貼って宛先を明記した返信

用封筒（Ａ４サイズ）を出願書類とともに同封してください。なお、郵便事情等によ

り免許状に多少の折り目等がつく場合もあります。免許状の効力には何ら変わりはあ

りませんが、心配な方はＡ４サイズの厚紙等を同封してください。

２ 手 数 料

願い出る免許状の種類ごとに徳島県教育関係手数料条例で定められた金額を徳島県収

入証紙により納付してください。（阿波銀行等で購入できます）

〔 注 意 〕

（１）願書の所定の貼付欄に貼って消印はしないでください。

（２）印紙では受理できないため、購入の場合特に注意してください。

（３）免許状１枚につき、別表第１・２・２の２による授与は３，３００円、別表第

３･４・５･６・６の２・７・８による検定は５，０００円となっています。（令

和５年度現在）

（４）過不足があれば受理できませんので、証紙を貼付する際には注意してください。

※徳島県収入証紙が入手困難な場合（県外在住者等）は、郵便局の小為替または

普通為替を同封してください。

３ 出願書類等の照会

（１）免許状の出願書類は、免許状授与の適用条項の規定により異なるので提出書類を

参照の上、間違いのないようにしてください。

（２）免許状の出願に係る願等の用紙（様式指定のもの）の送付を希望する者は、返信

用封筒（９４円切手を貼付した定型封筒）を同封の上、上記の免許係へ請求してく

ださい。

（３）免許状取得のための資格条件等の確認については、出願前に照会の上、間違いの

ないよう注意してください。

４ 提出書類

１．徳島県が授与した教員免許状

（１）免許法別表１、別表２又は別表２の２に基づく再授与

① 教育職員免許状授与願（手数料：免許1枚につき収入証紙３，３００円）

② 履歴書

③ 期限切れを事由として失効した免許状原本（紛失の場合は授与証明書原本）

④ 保健師、看護師等の免許状の写し（別表２、別表２の２の場合）

⑤ 宣誓書

⑥ 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書（各種証明書、免許状等の氏名や本籍が現

在と異なる場合）

（２）免許法別表３～８に基づく教育職員検定による再授与

① 教育職員検定及び免許状授与願（手数料：免許1枚につき収入証紙５，０００

円）

② 履歴書

③ 学力に関する証明書

④ 期限切れを事由として失効した免許状原本（紛失の場合は授与証明書原本）

⑤ 人物に関する証明書

⑥ 身体に関する証明書

⑦ 宣誓書

⑧ 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書（各種証明書、免許状等の氏名や本籍が現

在と異なる場合）

２．徳島県以外が授与した教員免許状

（１）免許法別表１、別表２又は別表２の２に基づく再授与

① 教育職員免許状授与願（手数料：免許1枚につき収入証紙３，３００円）

② 履歴書

③ 卒業（修了）証明書

④ 学力に関する証明書

⑤ 期限切れを事由として失効した免許状原本又は写し、授与証明書等

⑥ 保健師、看護師等の免許証の写し（別表２、別表２の２の場合）

⑦ 実務に関する証明書（勤務経験により教育実習の単位を他の単位に振り替え

る場合）

⑧ 宣誓書

⑨ 介護等の体験に関する証明書（小学校・中学校免許申請の場合）

⑩ 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書（各種証明書、免許状等の氏名や本籍が現

在と異なる場合）



（２）免許法別表３、別表５～別表８に基づく再授与

① 教育職員検定及び免許状授与願（手数料：免許1枚につき収入証紙５，０００

円）

② 履歴書

③ 学力に関する証明書

④ 期限切れを事由として失効した免許状原本又は写し、授与証明書等

⑤ 実務に関する証明書

⑥ 人物に関する証明書

⑦ 身体に関する証明書

⑧ 宣誓書

⑨ 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書（各種証明書、免許状等の氏名や本籍が現

在と異なる場合）

（３）免許法別表４に基づく再授与

① 教育職員検定及び免許状授与願（手数料：免許1枚につき収入証紙５，０００

円）

② 履歴書

③ 学力に関する証明書

④ 期限切れを事由として失効した免許状原本又は写し、授与証明書等

⑤ 人物に関する証明書

⑥ 身体に関する証明書

⑦ 宣誓書

⑧ 戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書（各種証明書、免許状等の氏名や本籍が現

在と異なる場合）

５ 留意事項

(１）免許状の授与申請は、授与月の前月２０日を締め切り（必着）としています。

（２）徳島県で授与した免許状の再授与を行う場合は他都道府県に居住地のある者であ

ったとしても申請書類の簡素化による再授与の申請を受け付けることとしています。

（３）徳島県以外が授与した免許状が失効した場合、失効した免許の原簿情報を有しな

いことから、必ずしも申請書類を簡素化する必要はないものの、再授与の申請は受

け付けることとしています。

（４）教員資格認定試験により授与された免許状が未更新（期限切れ）により失効した

者により再授与の申請があった場合、授与権者においては過去教員資格認定試験に

合格した事実（合格証書）の確認をもって免許状の再授与を行うこととします。

（５）特別免許状が未更新（期限切れ）により失効している者に対し、特別免許状の再

授与を行う場合にあっては、任命権者又は雇用者の再度の推薦に基づき、授与権者

において教育職員検定を再び実施する必要があることとしています。

（６）教育職員免許法等の一部を改正する法律（平成12年法律第29号）附則第２項及び

附則第３項においては、平成１２年７月１日時点で特定の教科の高等学校教諭免許

状を有する者であって、情報又は福祉の教科に関する講習を修了した者に情報又は

福祉の高等学校免許状を授与できることとされているところ、当該者の免許状が失

効した場合にあっては同法附則第２項及び附則第３項の適用対象外となることから、

当該規定に基づく情報又は福祉の高等学校教諭免許状の再授与はできないこととし

ています。


